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蘆 は　じ　め　に　蘆

高齢化という言葉がよく使われるようになって久しいですが、いよいよ本格的な高齢

社会の到来が間近に迫ってきた感があります。高齢化率（総人口に占める65歳以上人口

の割合）は2005年に20%を超えましたが、これは世界最高水準です。また、いわゆる団塊

の世代が現在続々と60歳定年を迎えており、これから数年先の2015年の高齢化率は27%に

達する見通しです。ちなみに、高齢化率は1984年までは10%未満でしたので、わずか20年

足らずの間にいかに大きく上昇したかわかります。

こうした人口構造の大きな変化は、社会、経済のさまざまな側面に大きな影響をもた

らしますが、雇用面への影響はその最も大きなものの一つでしょう。企業にとっては、

50歳代までの人だけでは必要な労働力を充足できない可能性が高くなります。一方、働

く側も、年金の支給開始年齢が引き上げられ、老後の期間も長くなる中で、定年後も働

きたいという人は当然増えていくと思われます。もちろん、現実にはさまざまな課題が

あります。企業にとって、60歳定年制やそれとセットでやってきた新卒重視の採用、年

功的な処遇などの改革は必ずしも容易ではないでしょう。一方、働く側は、60歳以降も

働くには、それなりの健康管理、能力開発などが必要です。

こうしたさまざまな課題を一気に、簡単に乗り切るのはなかなか難しいですが、中長

期的な方向性を定めて、それぞれの企業に合ったやり方で、着実に高齢者の雇用問題に

対応していくことは十分可能だと思います。その場合、高齢者だけに焦点を当てるので

はなく、他の年齢層も含めた人事、雇用制度の見直しも必要になるかもしれません。こ

の手引き書は、そうした対応策を検討する際の参考材料になれば、というねらいで作成

されました。みなさんのお役に少しでも立てば、委員一同、それに勝る喜びはありません。

オフィス家具製造販売業高齢者雇用推進委員会

委員長　奥　西　好　夫

（法政大学経営学部教授）
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課 題

コラム 1

蘆　本文中の凡例 蘆

１．グラフや図版の説明

枠のないテキスト文章は、以下にあるグラフや図版の説明や解説を記しています。

２．業界アンケートにおける課題と対応策

＜課題＞と＜課題への対応策＞を示しています。

３．重要なポイントのまとめ

重要なポイントをまとめています。

４．コラム（事例や解説）

この枠では、事例紹介や追加の解説を示しています。



vii

珥　企業と中高齢者の意識差は　→P.16～18 
…共通認識の項目と認識ギャップの項目に改善のヒント 

以上の現状認識から4つのポイントを抽出し、検討を行った。 

1 2

ポ イ ン ト  

3 4

珀　ライフプラン研修の実施状況は　→P.13～15 
…実施企業は少ないが、企業の60％が必要性を感じ、 
　受講者の75％が役に立ったと回答 

玻　処遇・賃金水準は　→P.10～12 
…水準は定年前の6～7割、ランク設定の要望が強い 

珎　制度の適用条件等は　→P.7～9 
…一定条件を満たした希望者と希望者全員がほぼ半々 

玳　業界内の継続雇用制度の状況は　→P.4～6 
…再雇用制度が大半を占める 

珈　なぜ高齢者雇用が必要か　→P.1～3 
…現在実感なくとも中期的に労働力確保が必要に 

蘆　インデックス　蘆 
高齢者雇用を推進するための現状認識、課題、解決策 

〔Ⅰ 現状認識〕オフィス家具業界の高齢者雇用の現状 



viii

課題１…再雇用時のミスマッチを防ぐには　⇒P.19～22

ポイント1 Point 1

〔Ⅱ 高齢者雇用推進の課題と解決策〕･･･４つのポイント 

業界アンケートでは、 

①中年齢者の50％が現在と同種の業務を、11％が異なる業務を希望 

②再雇用の47％の高齢者が知識・経験、技術を活かせる場が少ないと感じている 

③再雇用の高齢者の33％が再教育やOJTの研修の必要性を感じている 

解決策1…再雇用制度のさらなる工夫 
 

①→制度適用希望者の希望業務を早期より把握する　→P.19 

②→技術・経験を活かせないと感じている原因の把握と対策　→P.20 

③→求める研修内容を把握し再教育・研修を実施　→P.20 

 

○再雇用の希望者には制度のメリット・デメリットの十分な説明を実施　→P.20～21 

○高齢者に生産性や業績向上に力を発揮してもらう仕組みの構築　→P.21～22

課題2…モチベーションを高めて働いてもらうには　⇒Ｐ.23～27

ポイント2 Point 2

業界アンケートでは、 

①定年経験者の48％が仕事と処遇のアンバランスによりモチベーションが低下す

ると感じている 

②処遇の面では定年経験のない中年齢者の68％がランクのある賃金制度が望まし

いと考えている 

③定年経験者の35％が会社や職場の高齢者雇用に対する理解について検討・改善

が必要と感じている 

解決策2…モチベーションアップの方策 
 

①→制度の理解促進とやる気の出る工夫　→P.23 

②→賃金・賞与へ評価を反映　→P.23 

③→職場の高齢者雇用への理解促進　→P.24 

 

○職務満足感を高める　→P.24 

○再雇用制度のメリットの理解促進　→P.25 

○人事・労務担当者によるコミュニケーション促進の支援　→P.26 

○高齢者の経験や能力を引き出す職務開発の検討　→P.27
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課題3…高齢者に適した働き方は　⇒P.28～30

ポイント3 Point 3

業界アンケートでは、 

①　定年経験者の49％が体力や個々の生活に応じた柔軟な勤務制度の整備を重要

と感じている 

②　定年経験者の60％が「様々な勤務形態が選択可能である工夫」の検討・改善

が必要だと感じている 

解決策3…多様な働き方の工夫 
 

①・②→多様な働き方の選択肢を設定　→P.28～29 

 

○ワークライフバランスの実現で職務満足感を充足　→P.30

課題4…新たな気持で再雇用に臨んでもらうには　⇒P.31～35

ポイント4 Point 4

業界アンケートでは、 

①　ライフプラン実施企業は15％だが、64％の企業が必要性を感じている 

②　受講者のうち定年経験のある高齢者の82％、定年経験のない中年齢者の73％

が役に立ったと評価 

③　企業規模に関係なく、受講経験者の75％が役に立ったと評価 

解決策4…ライフプラン研修等の充実 
 

①→ライフプラン研修を実施していない企業は開催を検討する　→P.31 

②→開催時期は50歳代と定年直前に異なる内容で開催する　→P.32～34 

③→自社制度の説明とリンクさせ、外部のライフプラン・セミナーなどの活用

も　→P.35
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グラフの資料にある「業界アンケート」について

グラフ下の資料出所にある「業界アンケート」とは、平成18年９月に実施した「オフ

ィス家具製造販売業高齢者雇用推進事業」における「アンケート調査」を指しています。

＜調査目的＞

このアンケート調査は、社団法人日本オフィス家具協会の会員企業およびその中高齢

従業員向けに、２種のアンケート調査を実施した調査結果です。調査目的はオフィス家

具製造販売業における高齢者雇用の現状把握と今後の高齢者雇用の推進策を検討するた

めに実施されました。調査概要は以下のとおりです。

＜経営・管理者向けアンケート＞

・配布数：97社、回収数：33社（回収率：34.0％）

＜中高齢者向けアンケート（再雇用等を含む50歳以上の会員企業の従業員）＞

・配布総数：2,300票、回収数：705票（回収率：30.7％）

（注）グラフ内のサンプル数について

・グラフ内のサンプル数を示すN（全体）が、クロス集計の項目の「n」の合計と一致

しないグラフがあります。これは、クロス集計の項目において「n」の数が極端に少

ない場合や、又はグラフ左側の項目について無回答（例：「従業員規模別」の質問に

「無回答」）の場合、は当該帯グラフを表示していないためです。

・なお、企業の経営・管理者向けアンケート結果の場合はグラフタイトルに（企業）と、

また、中高齢者向けアンケート結果の場合には（中高齢者）と表記しています。

◎本「手引き」でいうところの「高齢者」とは、特に断りのない限り60歳定年後の60～

64歳を指しています。一般的な「高齢者」の定義である65歳以上ではありません。ま

た、文中の「中年齢者」は主に50歳代を指しています。



１．重要性を増す高齢者雇用─────────────── 〈現状認識－1〉

盧　少子化による人口減少社会の到来

2006（平成18）年末に国立社会保障・人口問題研究所から日本の将来推計人口が発表され

ました。それによると、15～64歳の人口は、2005年の8,410万人から2015年には7,681万人と

なり、10年間で729万人も減少するという結果になっています。2015年には700万人弱の「団

塊の世代（昭和22～24年生まれ）」が全て65歳以上になるためです。長期的には少子化高齢

化の影響がより顕著となり、高齢者雇用はこの人口構造の変化から必然的でもあります。

盪　労働力人口の見通し

労働力人口については、労働市場への参加が進まない場合、2015年には2006年と比較し

て約420万人の労働力人口が減少するという推計がなされています。高齢者雇用をはじめ今

後の労働力確保には様々な工夫が必要になります。

1Ⅰ．高齢者雇用推進に当たっての現状認識

高齢者雇用推進にあたっての現状認識
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図表－1　年齢区分別将来人口推計 

（注）2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年 12
月推計）」の出生中位・死亡中位仮定の推計結果、2005年は総務省「国勢調査」 

（資料）内閣府「高齢社会白書平成19年版」より 

（年） 

（万人） 
14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000
1,752

7,555

855
743
664
1,160

12,776

7,129 6,841
6,337

5,380 4,605
4,006

1,000

1,422

12,718 12,543

1,645
2,167

11,927
11,068

2,235
2,247

2,387

8,993
10,044

1,0511,1961,4841,648

2006 2010 2015 2020 2025 2030

図表－2　労働力人口と労働力の見通し 

（注1）「労働市場への参加が進まないケース」とは、性・年齢別の労働力率が2004年の実績
と同じ水準で推移すると仮定したケース。 

（注2）「労働市場への参加が進むケース」とは、各種施策を講じることにより、より多くの
者が働くことが可能になると仮定したケース。 

（資料）2006年は総務省「労働力調査」、2010年以降は雇用政策研究会推計（平成17年）、
内閣府「高齢社会白書平成１９年版」より 
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蘯　産業界全体の雇用確保措置の現状

①高年齢者雇用確保措置の実施状況

厚生労働省の調査（「平成19年６月１日現在の高年齢者の雇用状況」）によると、雇用確

保措置を実施した企業の割合は、改正高齢法施行直後に比較して8.7ポイント上昇して92.7％

となり、「51～300人」の中小企業でも9.8ポイントアップし91.8％になりました。中小企業で

高齢者雇用が着実に進展している状況がわかります。

②継続雇用制度の状況

同調査で、平成19年の雇用確保措置の内訳を見ると、前年と大きな変化はなく、「継続雇

用制度の導入」が85.8％と大半を占めています。また、「定年の定めの廃止」は0.9ポイント

上昇し2.1％となっています。

2

70% 80% 90% 100%

（注）平成19年 6月 1日現在、高年齢者雇用状況報告提出の51人以上規模企業
88,166社（51～ 300人：74,825社、301人以上：13,341社） 

（資料）厚生労働省「平成19年 6月 1日の高年齢者の雇用状況」より作成 

図表－3　雇用確保措置を実施した企業の割合 

全企業（51人以上） 

301人以上 

51～300人 

84.0
92.7

94.4

98.1

91.8
82.0

平成19年 平成18年 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図表－4　雇用確保措置の内訳 

（注）平成19年 6月 1日現在、雇用確保措置の実施企業81,762社（うち「定
年の定めの廃止：1,714社、「定年の引上げ」：9,922社、「継続雇用制度
の導入」：70,126社） 

（資料）厚生労働省「平成19年 6月 1日の高年齢者の雇用状況」より作成 

平成18年 

平成19年 

1.2

2.1

12.9

12.1

85.9

85.8

定年の定めの廃止　　定年の引上げ　　継続雇用制度の導入 



盻 継続雇用制度の現状

①定年制ありの企業が多く一律定年が９割超

厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、定年制を定めている企業は93.2%、定年制

の定めのない企業が6.8%あります。定年制を有する企業のうち91.7%は一律定年制であり、

同1.0％の企業が職種別の定年制を有しています。現状では定年制を有する企業が圧倒的に

多く、一律定年制を有する企業（91.7％）を100％とすると、60歳定年制の企業が86.8%、65

歳定年制の企業が9.0％あります。すなわち、大多数の企業が現在のところ60歳定年制を有

しています。

②継続雇用制度の内容は再雇用制度が大多数

一律定年制を有する企業を100％として、継続雇用制度を有する企業数の割合を企業規模

別にみたものが下図です。継続雇用制度には定年のある再雇用制度と定年のない勤務延長

制度がありますが、全体では「再雇用制度のみ」とする企業が66.7%を占めています。また、

「勤務延長制度のみ」の企業は12.6%、「両制度併用」の企業の割合は10.9%です。規模別には

大企業ほど「再雇用制度のみ」の割合が高く、他方、「勤務延長制度のみ」や「両制度併用」

の企業の割合は、規模の小さな企業ほど高くなっています。

3Ⅰ．高齢者雇用推進に当たっての現状認識

（注）日本標準産業分類（13大産業）に基づき、本社の常用労働者が30人以上の民間企業 
平成19年１月１日時点、有効N＝4,178社　四捨五入の関係で合計100.0％にならない 

（資料）厚生労働省「平成19年就労条件総合調査」より作成 

91.7 6.8

1.0 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一律定年制 職種別定年制 その他の定年制 定年制の定めなし 

図表－５　定年制の有無、定年制の定め方別企業数割合 

12.6

9.3

14.8

66.7

89.7

84.9

74.9

61.2

10.9

7.9

9.2

12.1

9.8

6.7

11.9

3.6

5.0

4.3

2.4

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

企業規模 計 

1,000人以上 

300～999人 

100～299人 

30～99人 

勤務延長制 度のみ 再雇用制度 のみ 両制度併用 制度な し 

図表－６　一律定年制の企業における継続雇用制度の企業数割合 

（注１）継続雇用制度には、「勤務延長制度」と「再雇用制度」がある 
（注２）有効N=4,178、定年ありの企業（93.2％）で一律とする企業（98.4％）を100％とした内訳
（資料）厚生労働省「平成19年就労条件総合調査（平成19年10月）」より作成 



２．業界内の継続雇用制度の状況･･･業界の現状－１ ―――― 〈現状認識－２〉

盧 正社員定年のピーク時期

オフィス家具業界の業界アンケート（平成18年実施）により、今後の正社員の定年のピ

ーク時期をみると、全体では「平成21～23年」が最も多く30％となっています。従業員規

模別には「300人未満」で「平成21～23年」が36％と最も多く、「300人以上」は「平成24～

35年」が36％で最も多くなっています。規模により定年ピーク時期に少し差があるものの、

オフィス家具業界では定年者数急増による経営課題は少し先送りされている状況にあると推

測されます。

盪 人材確保の対応

「団塊の世代」の定年による影響がまだ顕著でないことも背景にあると思われますが、

業界の人員確保の対応策は「新卒と同時に中途や通年採用を増やす」が55％で最も多く、

次いで「継続雇用制度等で高齢者を活用する」が36％となっています。業界全体の高齢者

雇用への本格的対応は、数年後あたりから第２段階を迎えるものと推察されます。

4

18.2

21.2

36.4

15.2

13.6

18.2

27.3

27.3

27.3

36.4

30.3

13.6 9.1

6.1

0.0

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=33） 

300人未満（n=22） 

300人以上（n=11） 

平成18～20年 平成21～23年 平成24～35年 平成36年以降 無回答 

25.0

24.3

26.2

従 
業 
員 

規 
模 
別 

（資料）業界アンケートより 

図表－７　正社員定年のピーク時期（企業） 平均 
平成 
（年） 

54.5

36.4

24.2

18.2

12.1

15.2

０% 20% 40% 60%

新卒と同時に中途や通年採用を増やす 

継続雇用制度等で高齢者を活用する 

新卒や定期採用を増やす 

非正規社員を増やす 

まだよくわからない 

無回答 （n=33、複数回答） 

（資料）業界アンケートより 

図表－８　人材確保の対応（企業） 



蘯 継続雇用制度等の希望者割合と適用状況

業界アンケート調査の結果では、改正高齢法施行前の平成15～17年度に定年を迎えた正

社員で、継続雇用制度等の適用を希望する人の割合はおよそ６割強です。希望者のうち制

度が適用された人の割合は各年度とも約97％であり、ほとんどの希望者に制度が適用され

ています。今後、「団塊の世代」が定年を迎えるため、希望者の人数や比率も徐々に増えて

いくことが予想されます。

5Ⅰ．高齢者雇用推進に当たっての現状認識

61.8

56.2

64.8

60.3

54.7

63.4

０% 20% 40% 60% 80%

平成15年度（有効N=22） 

平成16年度（有効N=24） 

平成17年度（有効N=22） 

図表－９　定年を迎えた人のうち継続雇用制度等の希望者割合と 
　　　　　制度の適用状況（企業） 

（注）改正高齢法施行前の時期の調査内容であり、各企業別の割合を算出しそれを平均化したデータ 
　　　上段の棒グラフが希望者割合、下段が適用者割合（共に分母は定年到達者数） 
　　　左項目の（有効N）は上段の棒グラフの希望者割合のもので、適用者割合は各年度とも（有効N＝19） 
（資料）業界アンケートより 

希望者割合 
適用者割合 

コラム 1 産業界の定年到達予定者等の現状

厚生労働省の「平成19年６月１日の高年齢者の雇用状況（51人以上の規模の企業）」

によると、定年到達予定者のうち継続雇用予定者、および定年による離職予定者の

集計結果は下表のようになっています。改正高齢法施行後、着実に継続雇用予定者

が増加している状況が分かります。

図表－10　定年到達予定者等の状況
（人）

定年による離職予定者継続雇用予定者定年到達予定者

128,106　（51.6％）120,117　（48.4％）248,223　（100.0％）平成17年

93,762　（27.5％）246,587　（72.5％）340,349　（100.0％）平成18年

92,263　（23.1％）305,861　（76.7％）398,852　（100.0％）平成19年

（注）平成19年については、定年到達予定者に内訳の確認出来ない728人が含まれる。

　　　平成19年６月１日現在の51人以上の規模の企業88,166社

（資料）厚生労働省「平成19年６月１日の高年齢者の雇用状況」より作成



盻 従業員の定年後の就労希望

業界アンケート（中高齢者向け）で、まだ定年経験のない人に対して定年後の就労意向

を尋ねたところ、74％の人が就労を希望しています。従業員規模別では300人未満の企業で

78％、300人以上の企業で73％の従業員が就労希望を持っており、中小企業の方が若干高い

という結果になっています。今後は割合だけでなく人数の増加が予想されるため、継続雇

用制度に様々な工夫が必要になると推測されます。

眈 業界内の継続雇用制度の状況

業界アンケート調査の結果では、定年の定めの廃止や延長という回答はなく、大半が継

続雇用制度を採用しています。継続雇用制度の中でも、一部に両制度（勤務延長制度と再

雇用制度）を採用している企業もありますが、大半は再雇用制度のみを採用しています。
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77.6

74.3

73.1

17.9

22.2

23.7

3.5

4.5

3.1

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=573） 

300人未満（n=156） 

300人以上（n=413） 

就労したい 就労したくない 無回答 

従 
業 
員 

規 
模 
別 

図表－11　定年経験のない人の定年後の就業意向（中高齢者） 

（資料）業界アンケートより 

4.8

93.5

90.0

3.2
95.2

10.0

3.2

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　体（N=31） 

300人未満（n=21） 

300人以上（n=10） 

勤務延長制度 再雇用制度 その他 無回答 

従 
業 
員 

規 
模 
別 

（注）グラフ内のその他は、勤務延長制度と再雇用制度の両制度および時間勤務を採用 
（資料）業界アンケートより 

図表－12　業界内の継続雇用制度の状況（企業） 



３．継続雇用制度の適用基準等･･･業界の現状－２ ――――― 〈現状認識－３〉

盧 継続雇用制度の適用条件

改正高齢法では、原則として希望者全員へ継続雇用を適用することとなっていますが、

組合との労使協定などで明確な基準を設けて適用対象者を選ぶことも可能です。オフィス

家具業界では、一定の条件を設ける企業が過半を占めていますが、希望者全員とする企業

もかなりあります。事業形態が「製造中心」、また従業員規模が「300人未満」の企業で

「希望者全員」とする企業の割合が高くなっています。「300人以上」の従業員規模では、

80％の企業が「一定の条件を満たした希望者のみ」です。

7Ⅰ．高齢者雇用推進に当たっての現状認識

62.5

80.0

57.1

45.2

37.5

57.1

20.0

35.7

51.6

38.1

7.1

3.2

4.8

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　体（N=31） 

製造中心（n=14） 

製造・流通・販売中心（n=13） 

300人未満（n=21） 

300人以上（n=10） 

希望者全員 一定の条件を満たした希望者のみ 無回答 

事 
業 
形 
態 
別 

従 
業 
員 

規 
模 
別 

（資料）業界アンケートより 

図表－13　業界内の継続雇用制度の条件設定（企業） 

コラム 2 産業界の継続雇用制度の内訳

厚生労働省の「平成19年６月１日の高年齢者の雇用状況（51人以上の規模の企業）」

によると、希望者全員の継続雇用制度を導入した企業は、27,219社で38.8％です。

一方、対象者となる高年齢者に係る基準を労使協定や改正高齢法の特例措置による

就業規則で定めた企業は42,907社、61.9％です。図表-13と比較すると業界アンケー

ト結果の方が、「希望者全員」の割合が高い傾向がうかがわれます。

図表－14　継続雇用制度の内訳 

（注）平成19年６月１日現在、継続雇用制度の導入の70,126社（うち「希望者全員」：27,219社、 
「基準設定企業」：42,907社）、51人以上の規模の企業 
（資料）厚生労働省「平成19年６月１日の高年齢者の雇用状況」より作成 

39.1

38.8

60.9

61.2

０% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年 

平成19年 

希望者全員 基準設定企業 



盪 継続雇用制度の適用条件の事例

業界アンケート調査から、継続雇用制度に適用基準を設けている企業の基準例を下図に

示します。継続雇用制度の適用における基準は、一般に、まず本人が制度適用を希望する

ことが大前提であり、さらに対象者の①健康、②意欲、③能力の３点が基本的な要件です。

下表の内容もほぼ同様です。ただ、内容には緩やかなものから、明確な基準を設定してい

るものまで、企業によって様々です。

8

図表－15　継続雇用の適用基準例（企業）

基準５基準４基準３基準２基準１企業

勤務に支障のない健康状
態にある者

勤務に意欲のある者
能力評価が60点（100点満
点）以上の者

A

考課点所属長の評価出勤率等勤務状況人物評価B

59歳時の過去２年の実績
評定がB以上

体力・精神に問題がないC

過去３年間の成績が一定
評価以上の者

過去３年間に一定以上の
出勤率の者

過去３年間に懲戒処分を
受けていない者

就業に支障のない健康状
態にある者

本人が再雇用を希望し、
勤労意欲のある者

D

健康であることE

成績良好者健康状態良好本人が希望F

出勤率考課成績健康意欲G

直近１年間の勤務状況
（欠勤・病欠）

直近２年間の勤務成績H

過去３年間の出勤率が８
割以上

健康診断の結果
直近３年間に懲戒処分を
受けていない

能力考課（直近３年間の
評価を参考）

勤続５年以上であることI

過去３年出勤率80％を下
回らない

過去３年減給以上の懲戒
処分なし

過去３年人事評価でB評
価４回以上

過去３年定期健康診断を
全て受診、就業に支障が
ない診断

J

評価が標準以上本人希望K

勤務態度能力・経験健康働く意志・意欲L

評価（実績・勤務状況）
が著しく低くないこと

健康上就業に支障がない
こと

M

左記の要件を満たさない
者でも会社が特に決めた
者

健康状況が良好で業務遂
行に支障のない者

人事考課で一定の基準を
超える者

本人が再雇用を希望し、
勤務に精勤する意欲のあ
る者

N

懲罰の有無出勤率健康勤務成績O

（注）表頭の「基準１」…「基準５」は、各社における適用基準の優先順位
（資料）業界アンケートより抜粋

＜健康・意欲・能力が制度適用の基本＞
改正高齢法の「高年齢者雇用確保措置（定年の延長、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止）」
では、労使協定等によって明確な基準を定めれば制度適用の対象者を選ぶことが可能となって
います。企業の経営状況を踏まえた上で、それらの優先順位に若干の差も見受けられます。ま
た、継続雇用制度において勤務延長制度と再雇用制度を併用する場合、制度対象者の振り分け
の基準を公正に行なわなければ、高齢者のモラールが低下する可能性もありますので、注意が
必要です。



蘯 再雇用時の職務内容

再雇用時の職務内容は、83％の企業が定年時の業務を継続するとの回答です。なお従業

員規模「300人以上」の企業では、会社の事情を優先してその他の業務へ就いてもらうとい

う企業も一部あります。今後、「団塊の世代」の定年により希望人数が増えると、このよう

な企業も増えてくることが予想されます。

盻 定年後の希望する就労内容（定年経験なし）

定年経験がまだない人へ、定年後の就労で希望する業務の内容を尋ねたところ、最も多

いのは「現在の企業やグループ企業で現在と同種の業務」を希望する人であり、51％を占

めています。また、「現在の企業やグループ企業で現在とは違う業務」を希望する人も全体

の11％を占めています。すなわち、全体の６割強が「現在と同じ企業やグループ企業」で

働くことを希望しています。一方「本業界以外の企業で働きたい」と希望する人も全体で

20％います。
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6.9

66.7

82.8

90.0
5.0

22.2

6.9 3.4

5.0

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=29） 

300人未満（n=20） 

300人以上（n=９） 

定年時の業務を継続させる 会社の事情を優先して他の業務に従事させる その他 無回答 

従 
業 
員 

規 
模 
別 

図表－16　再雇用時の職務内容（企業） 

（注１）「その他」は、会社募集の仕事への応募で選考したり、本人希望を確認し会社と双方で話合い決定する等 
（注２）「特定の業務に従事させる」「本人の希望する業務に従事させる」の２項目は回答なしのためグラフより除外 
　　　　（資料）業界アンケートより 

6.3

49.0

50.7

54.5

12.3

10.6

6.6

4.9

4.1

5.3 2.3

2.8

1.7

18.2

19.7

23.1

4.1

7.3

4.3

4.2

4.1

1.7

0.7

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=426） 

300人未満（n=121） 

300人以上（n=302） 

現在の企業やグループ企業で現在と同種の業務 現在の企業やグループ企業で現在とは違う業務 
本業界内の別の企業で現在と同種の業務 本業界内の別の企業で現在とは違う業務 
本業界以外の企業で働きたい 独立したい 
その他 無回答 

従 
業 
員 

規 
模 
別 

図表-17　定年後の就労希望者の就労希望内容（中高齢者） 

（資料）業界アンケートより 



４．賃金水準や勤務制度･･･業界の現状－３ ―――――――― 〈現状認識－４〉

盧 再雇用時の賃金水準

再雇用時の賃金水準を定年前と比較すると、「60～70％未満」とする企業が約41％で最も

多くなっています。さらに従業員規模別にみると「300人以上」の企業では１/３が60％未

満となっています。再雇用制度では、定年によりそれまでの制度から離脱するので、他の

業界でも60％以下の給与水準となる例が多いようです。

盪 平均の賃金水準

再雇用後の賃金水準（複数回答、ランクが複数の場合は各ランクの平均水準）は、「200

～300万円未満」が45％と最も多く、次いで「300～400万円未満」が35％となっています。

なお、このデータはランクを設けている場合、各ランクの賃金水準の単純平均をとってい

ます。従って、実際に「200～300万円未満」の水準で支給されている従業員が最も多いと

いうことでは必ずしもありません。中高齢者向けアンケート調査結果では、年収200～500

万円のゾーンに多数の回答が集中しています。
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55.6

10.3 10.3

15.0

33.3

17.2

10.0

41.4

35.0 15.0

11.1

20.7

25.0

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=29） 

300人未満（n=20） 

300人以上（n=９） 

60%未満 60～70%未満 70～80%未満 80%以上 無回答 

従 
業 
員 

規 
模 
別 

図表－18　定年前と比較した賃金水準（企業） 

（資料）業界アンケートより 

0.0
10.3

44.8
34.5

13.8
3.4

0.0
3.4

13.8

０% 20% 40% 60%

100万円未満 
100～200万円未満 
200～300万円未満 
300～400万円未満 
400～500万円未満 
500～600万円未満 

600万円以上 
その他 
無回答 

（N=29、複数回答） 

図表－19　賃金水準（企業） 

（資料）業界アンケートより 



蘯 賃金水準の格差設定の有無

再雇用後の賃金水準に格差（ランク）を設けていない企業は59％あり、21％の企業は賃

金水準に格差を設けています。特に、従業員規模「300人以上」の企業ではおよそ１/３の

企業が格差を設けています。一律の賃金水準は労務管理の簡素化という点ではメリットが

ありますが、再雇用された高齢者のモチベーションを高めるといった観点からは課題もあ

ります。

盻 希望する再雇用の賃金制度（定年経験なし）

定年経験がまだない人に再雇用後の賃金制度について質問したところ、全体では「ラン

クのある制度が望ましい」が68％、「一律が望ましい」が12％でした。定年をまだ経験して

いない中年齢者の多くはランクのある賃金制度を望んでいます。
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20.7

11.155.6

58.6

60.0

20.7

15.0

33.3

25.0

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=29） 

300人未満（n=20） 

300人以上（n=９） 

設けていない（一律） 設けている 無回答 

従 
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員 

規 
模 
別 

図表－20　賃金水準の格差設定の有無（企業） 

（資料）業界アンケートより 
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13.2

14.3

3.6

1.7

3.1

5.0

2.6

1.7

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=426） 

300人未満（n=121） 

300人以上（n=302） 

一律が望ましい ランクのある制度が望ましい よくわからない その他 無回答 

従 
業 
員 

規 
模 
別 

図表－21　希望する再雇用の賃金制度（中高齢者） 

（資料）業界アンケートより 



眈 高齢者の勤務制度

高齢者の勤務制度（複数回答）については、88％の企業が「フルタイム」の制度を持っ

ています。このうち、「フルタイム」制度のみの企業は全体の33％、「フルタイム」の制度

と他の制度を併せ持つ企業は55％です。

「フルタイム」に次いで多いのは「１週の日数短縮」で、58％あります。次いで「１日

の時短」が49％です。特にオフィス家具の製造に関わる部門では、１日の時短では生産効

率があまり良くないため、週の時短制度を持つ企業が多いようです。また、「在宅勤務」を

採用している企業もあります。時間面での多様な働き方に関する制度は、業界内でそれな

りに進展している状況がうかがわれます。

眇 定年経験者の時間・日数短縮での勤務形態

定年経験者の勤務形態を尋ねたところ、全体では「フルタイム」が84％で最も多く、次

いで「週･月の勤務日数の短縮」が７％でした。このアンケート結果の職種別クロス集計は

サンプル数がやや少ないため下図は参考の集計結果ですが、職種別にも従業員規模別にも

「フルタイム」が最も多くなっています。ただし、「製造系」と「300人未満」では「週・月

の勤務日数の短縮」がやや多くなっています。
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87.9

57.6

48.5

9.1

3.0

3.0

０% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム 

１週の日数短縮 

１日の時短 

在宅勤務 

その他 

無回答 
（N=33、複数回答） 

図表－22　高齢者の勤務形態（企業） 

（資料）業界アンケートより 
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91.2

74.6

95.0
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83.5

81.6
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5.1

5.0
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3.9
5.3

13.6

6.9

10.5

7.7

3.4

2.6

０% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=127） 

事務職（n=38） 

営業職（n=39） 

製造系（n=29） 

設計・デザイン・ 
サービス等（n=20） 

300人未満（N=59） 

300人以上（N=68） 

フルタイム １日の勤務時間を短縮 週・月の勤務日数を短縮 

時間と日数の両方を短縮 その他 無回答 

従 
業 
員 

規 
模 
別 

職 
　 
　 
種 

図表－23　定年経験者の勤務形態（中高齢者のうち定年経験あり） 

（資料）業界アンケートより 



５．ライフプラン研修の実施状況･･･業界の現状－４ ―――― 〈現状認識－５〉

盧　ライフプランの実施状況（企業）

ライフプラン研修は、15％の企業が実施しています。従業員規模別には、「300人以上」

で27％の企業が実施し、「300人未満」では９％とやや低めの割合となっています。

近年、ライフデザインやライフプランの重要性が指摘されていますが、自分自身の定年後

の人生を検討する上でもライフプランの知識を持つことは重要です。業界アンケートから

は、まだ必ずしもその実施割合が高くないことがうかがえます。

盪　ライフプラン研修の必要性（企業）

ライフプラン研修の必要性については、全体の64％の企業が必要であると回答していま

す。ただし、従業員規模の大きな「300人以上」の企業では83％が必要であるとしているの

に対し、「300人未満」の企業では「あまり必要でない」と「不要である」を合わせて42％

の企業が必要でないと回答しています。

13Ⅰ．高齢者雇用推進に当たっての現状認識

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他 

図表－24　ライフプラン研修の実施状況（企業） 
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（資料）業界アンケートより 
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図表－25　ライフプラン研修の必要性（企業） 

全体(N=25)

300人未満(n=19)

300人以上(n=6)

従
業
員 

規
模
別 

8.028.060.0

4.0

5.3

52.6 31.6 10.5

83.3 16.7

（資料）業界アンケートより 

不要である あまり必要でない ある程度必要である 非常に必要である 



蘯　ライフプラン研修を受けた経験の有無（中高齢者）

中高齢者向けのアンケートで、ライフプラン研修を受ける機会の有無と受講の有無を尋

ねたところ、全体の24％の人が受講機会ありで受講しているのに対し、受講機会がない人

も45％います。定年経験の有無別にみても、この割合に大きな差は見られません。

従業員規模別では「300人以上」の企業に属する中高齢者の30％で受講経験があり、中小

企業より規模の大きな企業がライフプラン研修に力を入れている状況がうかがえます。

盻　ライフプラン研修の評価（中高齢者）

受講経験ありの人にその評価を質問したところ、中高齢者全体の75％が「役に立った」

と回答しています。さらに、「定年経験あり」では82％が「役に立った」と回答しています。

総じて受講経験者の７～８割は「役に立った」と評価しており、ライフプラン研修の評価

は全体として高いと言えます。
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図表－26　ライフプラン研修の受講機会の有無および受講の有無（中高齢者） 

全体（N=705） 

定年経験あり（n=127） 

定年経験なし（n=573） 

300人未満（n=216） 

300人以上（n=484） 

4.544.826.224.4

26.0 21.3 43.3 9.4

24.1 27.2 45.2 3.5

11.1 15.3 66.7 6.9

30.4 31.0 35.1 3.5

（資料）業界アンケートより 

無回答 機会なし 機会あり／受講なし 機会あり／受講あり 
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業
員 

規
模
別 
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年
経
験 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

役に 立っ た 役に 立たな か っ た 無回答 

図表－27　ライフプラン研修受講の評価（中高齢者） 
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1.223.875.0

81.8
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75.5 23.1 1.4

29.2

25.4 1.4
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眈　ライフプラン研修への参加意向（中高齢者）

ライフプラン研修を受講する機会があるがまだ参加していない人と、受講機会がない人

に、ライフプラン研修の受講意向を尋ねたところ、44％の人が受けたいと回答しています。

「定年経験あり」で受講経験なしの人では33％、「定年経験なし」の人では46％が受けたい

と回答しています。「定年経験なし」の場合は、受講機会があるもののまだ対象年齢となっ

ていない人が多数いると推測されます。

従業員規模別では「300人以上」で48％が受けたいとしており、受講機会の有無も影響し

ている可能性が考えられます。

眇 ライフプラン研修の実施期待時期（中高齢者）

ライフプラン研修の受講経験がないが受講したいという意向を持つ人に、ライフプラン研

修の期待実施時期を複数回答で尋ねたところ、「55～60歳未満」が55％で最も高く、次いで

「50～55歳未満」が43％でした。

50歳以上の中高齢者への複数回答の質問ですが、40歳代や30歳代での実施期待への回答も

それぞれ33％、21％あります。これはその年代でもライフプラン研修開催の必要があると

の意見であると思われます。
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図表－28　ライフプラン研修への参加意向（中高齢者） 
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（資料）業界アンケートより 
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図表－29　ライフプラン研修の実施期待時期（中高齢者） 

30歳未満 

30 ～ 40歳未満 

40 ～ 50歳未満 

50 ～ 55歳未満 

55 ～ 60歳未満 

60歳以上 

無回答 

（資料）業界アンケートより 

（n=222、複数回答） 
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６．企業と高齢者の意識差･･･業界の現状－５ ――――――― 〈現状認識－６〉

盧 高齢者の活用において重要なこと（経営・管理者と定年経験者）

「高齢者活用において重要なこと」に関して、企業（経営・管理者）と中高齢者の両方

に共通の質問（制限回答で３つを選択）をしました。下図は経営・管理者の上位５項目と

その項目についての定年経験ありの高齢者の回答を並べて表示したものです。

総じて両者の回答には共通の傾向が見られますが、若干のズレや差異も見られます。こ

れらは今後の改善策のヒントを提供していると思われます。

差異に着目すると、まず企業の人事・労務担当者は「体力や個々の生活の都合に応じた、

柔軟な勤務制度の整備」や「経験や技術・技能が活かせる業務への配置」を重視している

のに対して、定年経験者は「能力や責任に見合った賃金制度の整備」を最も重視しています。

また、５番目の「技術・技能伝承のための高齢者の教育・指導能力の向上」では、企業

の経営・管理者の１/３が重要と考えていますが、定年経験者はそれほど高い回答率となっ

ていません。これは今後、技術･技能伝承を向上させようとする際、中高齢者向けに指導能

力向上のための研修を実施するなどの必要性を示唆しているのではないでしょうか。
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図表－30　高齢者の活用において重要なことの回答比較（上位５項目） 

体力や個々の生活の都合に応じた、 
柔軟な勤務制度の整備 

経験や技術・技能が活かせる業務への配置 

能力や責任に見合った賃金制度の整備 

年金制度に適合した賃金制度の整備 

技術・技能伝承のための 
高齢者の教育・指導能力の向上 

57.6
48.8

45.5
33.9

42.4
55.9

33.3
34.6

33.3
15.7

定年経験あり（N=127） 経営・管理者（N=33） 

（資料）業界アンケートより（制限回答3、経営・管理者上位5項目に順ずる定年経験者の回答率比較） 



盪 高齢者が働く上での支障（経営・管理者と定年経験者）

「高齢者が働く上での支障」に関しても、やはり企業の経営・管理者と中高齢者の両方

に共通の質問（制限回答で３つを選択）をしました。下図は定年経験者の回答上位５項目

とその項目に関する経営・管理者の回答を並べて表示したものです。

高齢者活用の課題として定年経験者、経営・管理者ともに共通してあげた項目としては、

「仕事と処遇のアンバランスでモチベーションが低下する」、「新しいIT器機や設備、仕事の

内容に慣れるのに時間を要する」などの項目があります。

一方、「専門知識や経験、技術・技能を活かせる職域・職種が少ない」、「再教育、OJTな

どの教育訓練や研修が行われていない」といった項目では、定年経験者と経営・管理者の

回答率に大きな差が生じています。こうした差のある内容についても、今後、検討してい

く必要があると思われます。

17Ⅰ．高齢者雇用推進に当たっての現状認識

０% 20% 40% 60%

図表－31　高齢者が働く上での支障についての回答比較（上位5項目） 

（資料）業界アンケートより（制限回答3、定年経験者の上位5項目に順ずる経営・管理者の回答率比較） 

仕事と処遇のアンバランスで 
モチベーションが低下する 

専門知識や経験、技術・技能を活かせる 
職域・職種が少ない 

新しいＩＴ機器や設備、仕事内容に 
慣れるのに時間を要する 

再教育、ＯＪＴなどの教育訓練や研修が 
行われていない 

健康・体力に不安のある高齢者に 
なじまない作業が多い 

42.4

48.0

15.2
46.5

48.5

44.1

6.1
33.1

45.5

32.3

経営・管理者（N=33） 定年経験あり（N=127） 



以降の第Ⅱ章では、第Ⅰ章のオフィス家具製造販売業の「業界アンケート」調査結果

を踏まえ、４つの大きな課題を抽出し、高齢者雇用制度を円滑に運用するための解決

策を検討し整理しました。
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コラム 3 高齢者の職務満足度の検討も

右のグラフは定年経験者が

感じている再雇用制度等の改

善点です。「処遇の面」が最

も高いですが、「多様な勤務

形態の工夫」や「高齢者雇用

に対する理解」などもかなり

の割合を占めています。した

がって、賃金面だけでなく、

仕事の内容面の改善によって

仕事への満足度が予想以上に

改善される可能性があるかも

しれません。

０% 20% 40% 60% 80%

（N=127、制限回答３） 

処遇の面 

様々な勤務形態が選択できる工夫 

再雇用などの対象者選定の条件 

会社や職場の高齢者雇用に対する理解 

人事考課や評価の面 

定年後に備える社内教育 

特にない 

よくわからない 

その他 

無回答 

69.3

59.1

43.3

35.4

24.4

22.8

2.4

0.0

1.6

5.5

（注）定年経験ありへの制限回答3 
（資料）業界アンケートより 

図表－32　定年後の就労を進めるために検討・改善が必要なこと 

＜さらなる再雇用制度の熟成を＞
以上、第Ⅰ章では、日本の少子高齢化の現状と産業界全体の雇用確保措置への対応状況、オ

フィス家具業界の高齢者雇用の現状を2006（平成18）年実施の「業界アンケート」調査結果か
ら俯瞰しました。
日本は高齢化率21％を突破し、超高齢社会の時代を迎えました。今後長期的に労働力人口の

減少が続き、年を経過するに従って、日本企業は労働力確保の点で今以上に様々な工夫を求め
られるようになると思われます。
業界アンケートの結果からは、オフィス家具業界全体の定年ピーク時期はまだ少し先にある

という状況がうかがわれます。しかし、今後数年後から、定年到達者数の増加にともなって、
高齢者に企業収益に寄与してもらうための積極的な取組みの必要性が一段と高まるものと予想
されます。経営戦略上、そうした状況に早期より取組み、技術や技能伝承を行う人的資源を確
保する長期戦略が必要とされます。高年齢者雇用確保措置はそうした大きな方向に沿った第一
段階の取組みと位置付けることができますが、今後さらに高齢者の持つ力を企業業績に活かす
ための工夫が、企業経営・管理者に求められるでしょう。



１．再雇用制度のさらなる工夫──────────── 〈課題と解決策－１〉

盧 アンケート課題への対応策

2006（平成18）年９月に実施した業界アンケート調査の結果などから浮かび上がってき

た課題のうち、まず再雇用制度をより有効に機能させるための方策について検討しました。

企業の経営状況は様々であり、人事制度の内容もそれに応じて様々です。しかし、企業

の再雇用制度導入における基本的なスタンスは、再雇用を希望する健康でやる気と能力を

持った高齢者が、希望するやりたい仕事に就け、その職務の責任範囲を明確にして、納得

性のある評価システムで処遇することです。その目的は高齢者の持つ高い意欲や能力を引

き出して、企業収益や生産性の向上に寄与してもらうことにあります。こうした観点から、

再雇用で課題となる点を取り出し、それらについてミスマッチ防止等の観点から、以下に、

考えられる対応策を整理してみました。

■課題への対応策■
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高齢者雇用推進の課題と解決策Ⅱ

＜早期の面談などにより将来の希望を把握し検討する＞
①現在の業務の希望者
○定年前早期より希望の職種・職務内容を把握する
・定年前の早い時期より、再雇用の際に希望する職種・職務内容を把握する（定年の５年ほ
ど前から面談などにより把握し、将来希望する部署の人員計画を継続的に検討）

○希望する職種・職務での制度適用が難しい場合
・職種・職務の転換を含めた検討を希望者に進めてもらう
・現部署の状況を検討の上、定年前の時点で早めに職種・職務転換を行い、その状況を評価
し、将来に備えてもらう

・現在の会社だけでなく、グループ内企業で適した職務に就いてもらう方策も検討する

②異なる業務の希望者
○異なる希望業務を早期に把握する
・過去の職務経歴より人事・労務担当者としてその可能性を検討する
・職群や隣接職種の領域で、長期ローテーションを計画的に実行し、希望業務でのミスマッ
チを防止

・受け入れ部署の意向を早期に把握し、可能性を検討する

盧　中年齢者の50％が現在の業務、11％が異なる業務を希望

１．再雇用時のミスマッチを防ぐ（ミスマッチにつながると思われる課題）
盧　中年齢者の50％が現在と同種の業務、11％が現在とは異なる業務を希望しています。
盪　再雇用等の47％の高齢者が知識・経験・技術を活かせる場が少ないと感じています。
蘯　再雇用等の33％の高齢者が再教育やOJTなどの教育・研修が行われていないと感じてい
ます。

課 題



盪 再雇用制度のメリット・デメリットをよく理解してもらう

企業と高齢者にとっての再雇用制度の一般的なメリット・デメリットを簡略に整理する

と表（図表－33）のようになります。企業も高齢者も賃金制度や処遇など重要なことにつ

いての問題意識に極端な差はないと思われます（P.16、図表－30を参照）。しかしながら、

在職老齢年金等の受給を考慮すれば、企業の支払う給与水準と高齢者が受け取る年金も含

めた収入額は異なります。こうした制度の下では、給与水準を上げることが難しい点を、

再雇用制度が適用される前から、制度適用希望者に十分理解してもらうことが必要です。
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＜高齢者の持つ潜在的な能力・経験を十分に発揮してもらうために＞
①上記の点についてその原因や背景を把握する
○高齢者のやる気を引き出す意味からも、その能力・経験が発揮できない原因を把握する
・高齢者自身が活かしていないと感じている能力・経験を発揮してもらうことが経営にとっ
てプラスとなる場合は、その方策や力を引き出すための工夫を検討する（経営にとって有
効な潜在能力の発揮は、高齢者にとっても職務満足感の充足などの点で重要）

・再雇用で役職などが外れたことに起因する場合は、面談などによりその事をよく理解して
もらう

・再雇用者と他の社員との間のコミュニケーション不足などに原因がある場合は、その改善
方策を検討する　　等々

＜定年前より再教育や研修の機会を検討する＞
①どのような再教育や研修の必要性を感じているのかを把握する
○技術や職務内容についてなのか、役割発揮の点であるのか、またはその他の点であるのか
を把握する

・再雇用されてからの再教育や研修より、定年前の時期の研修等により課題を解消する方が
効果的である（再雇用とされてからの研修実施では、力を発揮してもらう期間が短くなる）

○職務内容以外の点の場合
・それらがどのような内容であるのかを把握し、能力開発の研修や定年前実施のライフプラ
ン研修などに取り込むことを検討する　　等々

③再雇用等を希望しない場合
○「コース選択制度」などの創設を検討してみる
・将来的な意向として再雇用を希望しない中年齢者には幾つかのコースを設けて定年退職コ
ースや独立支援コースなどを設ける

・このコースの中に再雇用希望コースを設け、円滑な制度適用や職種・職務転換の促進を検
討してみる　　等々

盪　再雇用の高齢者の47％が能力や経験を活かす場が少ないと感じている

蘯　再雇用の高齢者の33％が再教育や研修の必要性を感じている

＜問題点や課題の早期把握が重要＞
上記の検討からは、各課題の背景をより早期に、正確に把握することが重要です。その上で、

これらの課題を改善しつつ、高齢者にその能力や経験を発揮してもらい、企業経営にとっても
プラス効果を引き出すことは、再雇用制度が本来持つ意義を十分に達成することにつながると
考えられます。



これらの点を含め、将来的な経済面の不安感を払拭する意味でも、早期にライフプラン

研修を実施する意義は高いでしょう。また、再雇用を希望する中年齢層に、そのメリット

もよく理解してもらうことが重要です。

蘯 再雇用制度の希望者に早い時期から再雇用制度についての問題意識を持ってもらう

ミスマッチにつながると思われる３つの課題について検討してみましたが、それらの示

唆する点として、再雇用に向けた早期の取組みの必要性があるようです。

次ページの図（図表－34）は業界アンケートによる継続雇用制度の希望者の募集時期の

分布を示しています。それによると全体の65％の企業が「59歳」時となっています。従業

員規模別では、「300人以上」の90％が「59歳」時であるのに対して、「300人未満」では

「55歳以下」「56～58歳以下」がそれぞれ10％、５％あります。さらに詳細な制度を確認す

る必要がありますが、比較的早期に募集を行なっている企業もあります。

図表－33　再雇用制度の一般的なメリット・デメリット

デメリットメリット

・雇用条件が見直され賃金水準などが下

がる

・管理職経験者などにとっては意識の切

り替えが必要となる

・慣れている人間関係故の難しさが生じ

る可能性もある

・働く意志がある場合に、新たな就職活

動を行なう必要がない（継続して社会

参加が可能）

・長年にわたり慣れた人間関係の中で仕

事を継続することが可能

・経験のある仕事を継続できる可能性が

高い

高齢者にとって

・処遇条件の見直しで希望者・再雇用制

度適用者のモチベーションが下がる

・処遇条件の見直しでコア人材が退職す

る可能性がある

・対象者を選ぶ基準を明確化しないと組

織のモラールが低下する可能性がある

・定年を経ることで雇用条件を変更しや

すい

・対象者を選ぶこと（労使協定などによ

り）も可能で能力・経験を持つ人材を

低コストで活用することが可能

・再雇用の希望者には一定の緊張感を維

持してもらうことが可能

企業にとって
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＜再雇用制度を事前によく理解してもらうことが重要＞
再雇用対象者の決定自体を早めるのは難しい面があるにしても、できるだけ早期に、将来の

再雇用制度適用の希望や意向を確認し、様々な方策を検討し実施することが、円滑な再雇用制
度の運用につながると考えられます。まだ、改正高齢法の施行から日が浅いこともあり、企業
と再雇用制度適用者の双方に認識ギャップが生じている可能性もあります。この認識ギャップ
を埋めるという観点からも、企業による再雇用希望者への説明も重要だと思われます。



盻 企業収益等に貢献してもらう制度にする…「プロダクティブ・エイジング」が基本

企業経営者にとっての高齢者雇用は、継続雇用制度等の適用を受ける高齢者に企業収益

や事業運営に寄与する働きをしてもらうことが大前提です。平成18年４月からの改正高齢

法の施行により雇用確保措置が義務化されました。今後の企業にとっての課題は、いかに

継続雇用された高齢者にいきいきと働いてもらい、企業収益や生産性の向上に寄与しても

らい、企業と高齢者の双方にメリットを生み出す質の高い仕組みを構築するかということ

です。

近年「プロダクティブ・エイジング」という言葉をよく聞きます。この意味するところ

は“高齢社員のもつ高い能力や意欲を最大限に活かし、生産性や業績の向上に結びつける

とともに、年齢にかかわりなく働くなかで満足した高齢期を創りだしていく”という労使

双方の取組みをさしています。今後の超高齢社会における企業の経営・人事戦略を検討す

る上で重要な考え方を示すものと言えるでしょう。
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０% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答 

図表－34　継続雇用制度の希望者募集時期（企業） 

全体（N=31） 

300人未満（n=21） 

300人以上（n=10） 

従
業
員 

規
模
別 

（資料）業界アンケートより 

60歳以上 59歳 56～ 58歳以下 55歳以下 

6.519.464.5

3.2

6.5

9.5

4.8

52.4 23.8 9.5

10.090.0

＜中長期的に重要性を増す高齢者雇用＞
2013年４月からは改正高齢法により65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施が完全に義務化

されます。しかし、労働力人口の動きをみると、「団塊の世代」が全員65歳以上となる2015年
頃には高齢者の活用を一段と進める必要性が生じると推測されます。社会の動きとして働く意
欲とその能力を持つ高齢者にその年齢に関係なく、エイジフリーで活躍してもらうという動き
も出ています。
個人差はあるものの、高齢者は若年層に比べ、加齢により体力などが低下する一方で、専門

領域での知力や長年の経験によって獲得した能力などはあまり低下しないという面もありま
す。この点で、企業業績に何らかの貢献をしてもらうには、勤務時間・日数などの工夫による
高齢期に適した多様な働き方の導入などによって、企業と高齢者の双方にメリットのある高齢
者雇用のシステム構築が求められます。



２．モチベーションアップの方策─────────── 〈課題と解決策－２〉

盧 アンケート課題への対応

再雇用制度を導入した企業では、しばしば処遇、特に賃金の水準が低下することによっ

て高齢者の仕事へのモチベーションが低下するという問題が生じています。再雇用後に賃

金水準が低下するのは、定年までの年功的な賃金体系の下では仕方のないことです。しか

し、高齢者のやる気を引き出し、企業収益に寄与してもらうには、やはり何らかの工夫が

必要であると思われます。この課題に対しての一般的な対策を以下に簡略に整理しました。

■課題への対応策■
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＜やる気を出してもらう処遇の工夫＞
①再雇用高齢者の不満として「仕事と処遇のアンバランス」を指摘する声が多い
○十分な制度の説明と同時に再雇用のメリットも理解してもらう
・事前の説明やライフプラン研修などで、再雇用後の仕事が定年前と同様であっても、責任
の程度などが異なることをよく理解をしてもらうことが重要

・再雇用制度にはメリットも大きいことを十分に理解してもらう（P.21、図表－33）
○一律の賃金水準などに原因がある場合は、評価とランク制度を導入する
・一律の賃金水準などがモチベーションに明確に影響している場合は、納得性の高い評価制
度を入れて、賃金水準にランクを設けたり、一律賃金でも賞与にランクを設けたりする

・このほか、顕著な功績に対しては報償制度を設けるなど、やる気を出してもらえる方策の
検討も必要

②経済的処遇以外の工夫も
○経済的処遇に代わる多様な働き方の選択肢を設けて、勤務時間や勤務体系面で報いる（柔
軟な勤務制度）

○顕著な成果をあげたり特別な職務に就く場合には、特別の呼称やタイトルを付与する
等々

盧　定年経験者の48％が仕事と処遇のアンバランスでモチベーションが低下

＜ランクのある賃金制度の工夫＞
①努力しても、しなくても賃金が同じというのでは、高齢者でなくともやる気を引き出すのは
難しい
○対象者に納得性のある評価制度で、ランクを設けた賃金体系で処遇する
・月額の賃金は一律でも、評価を加え賞与で報いる
・その他、仕事の成果により報奨制度を設ける

盪　定年経験のない中年齢者の68％がランクのある賃金制度が望ましいと感じている

２．モチベーションを高めて働いてもらう
盧　定年経験者の48％が仕事と処遇のアンバランスでモチベーションが低下すると感じてい
ます。

盪　定年経験のない中年齢者の68％がランクのある賃金制度が望ましいと考えています。
蘯　高齢者の35％が会社や職場の高齢者雇用に対する理解について検討・改善が必要だと感
じています。

課 題



盪 モチベーション（職務遂行の動機づけ）を高める２つの要素

再雇用制度では、制度適用者にできるだけ希望する業務に就いてもらい、その持てる力

を十分発揮してもらうことが重要です。しかし、その場合、再雇用制度において処遇、特

に賃金の水準が低下することによって高齢者の仕事へのモチベーションが低下するという

問題が全産業的な課題になっています。これに対して、高齢者のモチベーションを高める

一つの要素は、上で見たように再雇用の高齢者に納得性のある賃金体系を設定することで

す。さらに、２つ目の要素として高齢者の職務満足感を高める工夫が重要です。
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図表－35　高齢者のモチベーション向上のための２つの基本的方策 

再雇用高齢者の 
モチベーション 
の改善 

再雇用制度 

賃金水準の低下等 
によるモチベーションの低下 

・一律処遇をランク化  
・評価を賞与等に反映 
・年金減額に注意しつつ 
　報償制度等を設ける 
・緩やかな賃金昇給カーブ 
・キャリアを考慮し別制度で 

・希望する仕事で能力発揮  
・技術やノウハウの継承と 
いった新たな役割の付与 

 ・呼称などの工夫 
 ・適切かつ良好なコミュニケ 
ーションの維持 

１つ目の要素 ２つ目の要素 
＜賃金・処遇の工夫＞ ＜職務満足感の改善＞ 

＜会社や職場における高齢者雇用に対する理解の促進＞
①高齢者雇用についての理解促進
○高齢者雇用については、日本の人口構造などの変化に対応した社会全体の動きであること
を社内に周知徹底する

②再雇用高齢者との適切で良好なコミュニケーションを維持する
○高齢者が社内や組織内で疎外感なく仕事が遂行できるよう、人事・労務担当者が高齢者と
の良好なコミュニケーションを維持する

○組織内メンバーと高齢者が良好なコミュニケーションを維持できるよう、人事・労務担当
者が支援を行なう　　等々

蘯　高齢者の35％が会社や職場の理解に対して検討・改善の必要性ありと感じている

＜賃金・処遇だけでないモチベーション向上の方策＞
再雇用された高齢者の賃金が一律の水準に低下する場合、モチベーションが低下する可能性

があります。それに対しては、評価制度を入れて賃金のランク付けを行なうことによって、高
齢者の不満を緩和できる可能性があります。また、従来の業務と全く変化がないのに、賃金だ
けが下がったといった意見に対しては、職務内容に変化がない場合でも、嘱託などの雇用形態
となり、定年前のような責務は担っていないことなどを十分に説明すべきでしょう。ただ、一
方で高齢者に適した新たな責任の付与と明確な指示なども重要なモチベーション向上のための
方策です。

・賃金制度に一律のものと評価ランクによって異なるものの両方を設け、再雇用時に選択で
きるようにする　　等々



蘯 賃金制度の工夫と同時に再雇用制度のメリットも十分に理解してもらう

再雇用高齢者のモチベーション低下の大きな要因は、賃金水準の低下にあるように思わ

れます。もちろん一度定年退職をしているわけであり、賃金・処遇の水準低下というのは

当然のことですが、同一の職務を継続するような場合、定年前の賃金水準と比較して現状

に不満を述べる方も少なくないようです。

この点については、再雇用制度適用前の対象者に制度についての説明を十分行い、理解

してもらうことが重要です。同時に再雇用制度のメリットについても理解してもらうこと

が重要です。このほか、高齢者にとって納得性のある評価に基づいた、ランクのある賃金

体系を構築する方策も考えられます。
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図表－36　賃金・処遇の再検討と制度理解のための説明 

ライフプラン研修の場での 
納得のいく説明・相談など 

事前の人事面談など 
での十分な説明  

再雇用制度 
対象者 

再雇用制度の部分修正 

企業側における 
十分な検討 

＜再雇用制度の持つメリットの認知促進＞ 

・経験･知識を持つ業務を継続できる可能性が高いこと 

・慣れた環境と人間関係の中で仕事ができること 

・新規の就職活動をせず社会参加が継続可能であること 

＜再雇用制度自体への理解促進＞ 

・再雇用制度の賃金体系の十分な事前説明  

・収入により年金支給などに制約があること 

・一度定年退職した後の制度であること 

＜賃金・処遇の工夫＞  

 ・評価制度導入による賃金ランクの設定 

 ・納得性の高い評価による賞与への反映 

 ・再雇用高齢者を対象とした報償制度 

 ・多様な働き方の選択肢の新設 

＜十分な制度説明と再雇用のメリットの説明＞
再雇用の高齢者に一律の賃金水準を設けている企業の人事・労務の担当者にとって、新たな

人事・評価制度を入れ、毎年の契約更新時にランクの改定を行なうなどの事務的負荷は少なく
ありません。また、今後、再雇用の高齢者が増加すれば、それらの負荷はさらに増します。し
かし、再雇用の高齢者にとっては、やる気を持って業務に臨んでも、臨まなくても、その対価
が同一であるというのは納得のいかないところでしょう。シンプルなランクを設定して評価を
行い、賃金に若干の傾斜を設けることは、金額的な差は小額でも高齢者のやる気の醸成には重
要なことだと思われます。方策はいろいろとありますが、各社が自社の経営事情に適した工夫
をすることが大切です。



盻 良好なコミュニケーションによる職務満足感の充足

高齢者は加齢に伴う心身の機能低下や、定年といったライフ・イベントを経験するため、

定年前の中高年齢者とは少し異なった心理状態に置かれることが多いようです。もちろん、

これらは個人差が大きく、定年前とあまり変わりなく元気な人も多くいます。モチベーシ

ョンの低下した人への処方箋は個々のケースで異なりますが、共通する部分も多いようで

す。モチベーションを高め、モラールを維持してもらうことは再雇用制度適用の一つの重

要な要件であり、個々人が意識すべきことでもあります。ここでは孤立しがちな高齢者と

の良好なコミュニケーションを維持することによるモチベーションの低下防止策を検討し

ました。企業にはリテンション継続の努力も求められます。
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図表－37　再雇用者の職務満足感の充実の方策 

長年培ってきた 
仕事の経験・知識 
へのプライド 

再雇用であること 
の負い目 
周囲の目 

加齢に伴う心身の 
機能低下に対する 

負い目 

役立ちたい心理と自 
身の遠慮及び周囲の 
遠慮からくる孤立感 

役職・権限がないこ 
とによる無力感や 

喪失感 

再雇用後の 

高齢者 

会社・組織内での適切で良好な 

コミュニケーションの維持の工夫 
・高齢者のモチベーション向上 

・再雇用制度の円滑な運用 

＜良好なコミュニケーションの維持は全ての基礎＞
上図はあくまで一般的な高齢者の心理状況を検討したものですが、個々人によってその状況

や程度は様々なケースがあります。自己啓発力が高く、環境変化への対応力の高い高齢者には
無縁の内容であるかもしれません。しかし、「業界アンケート」では定年を経験した高齢者の
１/３強は「会社や職場の高齢者雇用に対する理解についての検討・改善が必要」だと感じてい
ます（P.18、図表－32）。業務の遂行によって得られる評価や処遇と同時に、企業・組織内に
おける人間関係も職務満足感の重要な要素です。また、ライフプラン研修などでは自己性格診
断テストなどを実施する例が多くありますが、高齢者に自身の気質や性格、特性を十分知って
もらい、それらを意識して再雇用制度の下で業務に就いてもらうことも必要です。

＜呼称の工夫や明確な役割付与＞

・再雇用者には共通呼称（≒コミュニケーション・ツール）を設

ける

・特別な技能・能力等の保持者には、特別な称号を付与する

・高度の技能・能力を持つ人には指導の教育研修を行なう

・全社的に「さん」付けで呼ぶ企業文化を構築する

＜人事担当・組織でのコミュニケーション維持の工夫＞

・人事・労務担当者が相談者として適切な接触を維持する

・組織内メンバーで適切で良好なコミュニケーションを維持する

・高齢者にも自身の気質や性格をライフプラン研修などで把握し

てもらい、再雇用後のあり方などを考えてもらう



眈 高齢者の経験や能力を引き出す職務開発の検討

高齢者に適した働き方をしてもらうために、高齢者に求められる要件の一つとして「教

育・指導能力の向上」があります。定年前は一定の役職で指示という形での指導やアドバ

イスを行なってきたことから、再雇用の高齢者には少しスタンスを変えて若手の指導・育

成や技能伝承に取り組んでもらうことが重要です。このことはアンケート結果（P.16、図

表－30）において、高齢者の活用で重要なこととして経営・管理者と高齢者自身の回答に、

倍以上の開きがあることから、両者間に認識ギャップがあるものと推察されます。職場の

より円滑な人間関係の中で、長年にわたり蓄積してきた技能やノウハウの提供を通じて、

企業業績や後進の指導に寄与できることは、高齢者自身にとって仕事の満足度を高めるこ

とにも繋がるでしょう。
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図表－38　能力や経験を活かす高齢者人材の育成 

・各種専門能力の開発 

・指導・育成能力の開発 

・ライフプラン研修 

・キャリアプラン支援 

専門能力の維持･向上 

人材の指導・育成能力 

コミュニケーション能力 

健康とモラールの維持 

・円滑な継続雇用制度への 

移行 

・技術･知識の伝承 

・専門人材の確保等 

＜求められる中高齢者の能力・経験＞ 

＜技術職＞ 
・スチール家具等の板金加工技術 

・特殊な塗装技術 

・長年の設計ノウハウ等々 

 

＜営業職＞ 
・有力な顧客チャンネル 

・マーケティング力等々 

 

＜事務・管理職・その他＞ 
・総務・経理・財務領域の専門能力 

・環境系の専門知識（生産・廃棄） 

・CSRや内部統制などの専門知識 

・各種資格等々 

 

＜企業の支援策＞ 

企業収益への寄与 

将来的人材不足 

への備え 

＜企業に期待される効果＞ 

＜会社の支援と本人の意識が重要＞
定年前の職種や職務を定年後の再雇用で継続することが可能な職務もあれば、様々な理由で

従前の職務を継続することが難しい場合もあります。高齢者の持つ経験や能力を継続して活か
すことが可能な職種としては営業系の職種や製造系で身体への負荷が比較的少ない業務などが
考えられます。このほか、設計やデザインといった領域も過去からのノウハウの蓄積や経験、
さらに個人の持つセンスといった次元で活躍できる領域であると思われます。また、マーケテ
ィングなども考えられる領域の一つです。
企業は中高齢者の教育・研修を継続的に実施するとともに、自社の求める人材像、さらにキ

ャリアパスなどを従業員に示し、十分説明する必要があります。一方、中高齢者には自身の能
力開発を積極的に行い、エンプロイアビリティ（雇われる能力）の維持・獲得と強化を意識し
てもらうことが重要です。



３．多様な働き方の工夫─────────────── 〈課題と解決策－３〉

盧 アンケート課題への対応策

業界アンケートでは、「高齢者の活用において重要なこと」と「定年後の就労を進めるた

めに検討・改善が必要なこと」という定年経験者への質問の両方で「多様な勤務制度」へ

の要望が高い割合で挙げられました。上記課題の盧はワークライフバランスについての要

望と言えるでしょうし、盪は様々な勤務形態を選択できる工夫があれば継続して働く意向

があると換言することも可能でしょう。

■課題への対応策■
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＜柔軟な勤務制度・様々な勤務形態の選択が可能な工夫＞
①ワークライフバランスの実現
○個人差もあるが、高齢者になるとフルタイムでの勤務を必ずしも望まない人が多くいる
・一つには自身の体力などの低下もあるが、そのほかにも家族の介護といった内容も徐々に
多くなってきている。これらの点からも、柔軟な勤務制度の工夫が望まれる

○短時間勤務や週の短日勤務等、勤務時間の選択肢を設けるのが一つの手法
○さらに、ジョブシェアリング（１つの業務を２人以上で分担）、在宅勤務、テレワークなど
様々な働き方を、専門業務などの特性に応じて導入を検討する

・これら多様な働き方の導入で労働時間が短縮され、生きがいをもって勤務時間に精力的に
働いてもらうことは、結果的に再雇用の高齢者の職務満足感を高めることに繋がる 等々

盧　49％が体力や個々の生活に応じた柔軟な勤務制度の工夫が重要であると感じています
盪　60％が「様々な勤務形態が選択可能である工夫」の検討・改善が必要だと感じています

＜再雇用など雇用ではない働き方にも検討の余地＞
①検討されるべきその他の働き方
○このほか、独立して業務委託契約や顧問契約で仕事を継続する方法もある
・雇用関係ではないが、従前の専門的な業務を遂行したり、一定期間に技術指導を行なうな
ど、スポット的な対応を行なう働き方も検討されるべき内容　 等々

蘯　その他の多様な働き方

３．高齢者に適した働き方
盧　定年経験者の49％が体力や個々の生活に応じた柔軟な勤務制度の整備が重要だと感じて
います。

盪　定年後の高齢者の就労を進めるために検討・改善が必要なこととして、定年経験者の
60％が「様々な勤務形態が選択できる工夫」と答えています。

課 題



盪 自社に適した多様な働き方の検討と導入

定年経験者の勤務形態の現状についてはP.12の説明のとおりです（図表－23参照）。短時

間や週の短日勤務、さらに在宅勤務の制度を持つ企業もあり、勤務時間を中心とした多様

な働き方への企業の対応は進展しています。ただ、回答企業（N＝33）のうち１/３の企業

はフルタイムの制度のみです。多様な働き方には、勤務時間を中心とするものから、職務

内容を変更して働く方法、さらにグループ会社で働く方法もあります。このほか、大企業

などでは、派遣子会社で再雇用を行い、元の職場へ派遣する形で働く方法や外部企業への

派遣で働く方法もあります。今後、再雇用制度の希望者が増えることが予想される中で、

こうした多様な働き方を検討することも必要です。このほか、ワークライフバランス（P.30

を参照）の観点からもこれら多様な働き方の検討は重要です。
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図表－39　高齢者雇用における多様な働き方の選択肢整理

主な内容多様な働き方の選択肢働く場所

・製造部門など生産効率を低下させられない部門
・技術・技能の伝承などの職務で後進の指導にあたる場合など

フルタイムでの働き方現在の
（元の）
会社で ・営業部門や製造部門での時間短縮、週の短日勤務への対応

・体力面や家庭事情等に対応するワークライフバランスを配慮
時間短縮型での働き方

・定年前の業務が基本ながら過去の職務経験から転換が可能な
人への対応

・受け入れ部門で人数の調整が必要な場合

職種・職務転換での働き方

・再雇用者の勤務日数などの希望により、１つの業務を２人以
上でシェア

・受け入れ人数が多い場合の調整手法として

ジョブシェアによる働き方

・設計や定型業務の処理などで、再雇用者の生産効率の向上が
期待される

・専門的な業務で担当者が在宅する必要性があるような場合

在宅勤務による働き方

・在宅勤務などの場合に適用可能
・営業の業務で直行・直帰が可能で効率的な場合（携帯電話等
の活用）

テレワークによる働き方

・グループ内企業における出向人材の再雇用
・グループ内企業の人材確保としての再雇用

グループ内企業での再雇用グループ
会社で
再雇用 ・従業員規模の大きな企業グループ内の派遣子会社での再雇用

・派遣先は元の会社、グループ内企業、または外部企業
グループ内派遣子会社での
再雇用

・元の会社の特別な業務やスポットの業務を委託契約や顧問契
約で行う

独立する（自営）その他

・経験や技術を活かして働く業界内他社で

・全く異なる業界、企業で働く業界外の他企業へ再就職

＜ワークライフバランスを考慮した「多様な働き方」の選択肢充実を＞
再雇用される高齢者が、経済的要因などからフルタイムを希望するケースも多くあると推測

されます。経営の状況が最優先されるのは当然のことですが、フルタイム以外の働き方の選択
肢を設けることは高齢者雇用の一つの大切な要素でもあります。
個人差はありますが、加齢による身体能力の低下はやむを得ない変化です。しかし、経験や

総合的判断力など、あまり年齢に関係なく維持される能力もあります。これら高齢者の持つ高
い能力を引き出すために、さらにワークライフバランスを考慮した制度によって、生きがいを
持って効率的に業務を進めてもらう工夫は、モチベーションの維持や企業経営にとってプラス
の要素を含んでいます。



蘯 多様な働き方の選択が可能な制度構築を‥ワークライフバランスの実現へ向けて

業界アンケートによる定年経験者への「高齢者の活用において重要なことは」との質問

に対して、「処遇」に次いで「体力や個々の生活の都合に応じた、柔軟な勤務制度の整備

（49％）」が挙げられています。一方、経営・管理者向けの同じ質問に対しては、「体力や

個々の生活に応じた、柔軟な勤務制度の整備（58％）」がトップに挙げられています（P.16、

図表－30を参照）。この「柔軟な勤務制度の整備」は従前より「多様な働き方」と表現され、

多くの企業で、時短勤務や日数短縮、近年はテレワークや在宅勤務制度といった、まさに

多様な働き方への取組みが始まっています。

またここ数年、「ワークライフバランス」という言葉をよく見聞しますが、実際、多くの

企業が本格的な取組みを開始しています。この言葉は「仕事と生活の調和」と訳され、こ

の「ワークライフバランス」の視点から高齢者雇用を検討することも重要です。

「ワークライフバランス」の定義としては、内閣府の男女共同参画会議の「『ワーク・ラ

イフ・バランス』推進の基本的方向　報告（平成19年７月）」に下記のように示されています。
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健康・休養 家庭生活 

地域生活 自己啓発 

図表－40 ワークライフバランスが実現した姿 

仕事 

様々な活動を自ら 
希望するバランスで展開  

（資料）内閣府男女共同参画会議「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 
　　　　に関する専門調査会 報告（平成19年７月）」資料より抜粋 

コラム 4 ワークライフバランスとは何か

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動

について、自ら希望するバランスで展開できる状態である。このことは、「仕事の

充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある

社会を創出する基盤として極めて重要である。

＜ワークライフバランスは重要な少子高齢社会におけるキーワード＞
今後の高齢者雇用だけでなく従業員全体の働き方を検討するには、単に「多様な働き方」と

いう視点からだけでなく、背景にある「ワークライフバランス」をも意識して「多様な働き方」
を推進することが重要です。これは、若年層の新規採用や中高年層の「ライフプラン」の推進
を支え、職務満足感を高め、さらにCSR（企業の社会的責任）の観点から企業評価を高めるこ
とにもつながる可能性を持つものと期待されます。



４．ライフプラン研修等の充実──────────── 〈課題と解決策－４〉

盧 アンケート課題への対応策

近年、企業におけるライフプラン研修の開催などが活発になっています。特に定年退職

前に開催されるケースが多く、その理由の一つに、年金支給開始時期の改訂や、それと密

接に関係している高年齢者雇用安定法の改正（平成18年４月施行）があげられます。定年

退職するにせよ、継続雇用制度の適用を希望するにせよ、ライフプラン研修は従業員の老

後へ向けての不安要因を解消するために重要な企業活動の一部となってきています。また、

企業が再雇用制度等を円滑に運営していく上でも、ライフプラン研修で、自社の再雇用制

度について十分理解してもらい、その対象者に意識を新たにしてもらうためにも有効な方

策であると思われます。

■課題への対応策■
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＜ライフプラン研修の必要性を感じている企業は過半数を超えている＞
①中年齢者に定年後の計画を早目に検討してもらう必要が生じている
○雇用制度や年金制度が見直されていく中で、それらは企業の経営・管理者だけが知ってい
ればよいということではない。多くの従業員にとっても重要な問題でもあり、定年直前の
自社制度等の説明だけでは不安を払拭するのに十分でない

○大企業における独自開催が多いが、中小企業の従業員にとってもセミナー受講の必要性は
高い

・中小企業の場合、対象人数が少なく自社開催が難しい場合、自社制度の個別説明と外部の
ライフプラン・セミナーなどを連続で開催設定することで、より有効な内容とすることが
可能ではないか →P.35 等々

盧　ライフプラン研修の実施企業は15％ですが、必要性を感じている企業は64％

＜受講者の満足度は高く、なるべく50歳代と定年前の開催が望ましい＞
○50歳代中期での開催では、定年後の状況を想定した様々な対応を開始するための問題意識
を喚起

・今後の社会保障制度や年金制度改革の動きに対しての問題意識を高める

盪　受講者のうち定年経験のある高齢者の82％、定年経験のない中年齢者の73％が役に立っ
たと評価

蘯　企業規模には関係なく、受講経験者の75％が役に立ったと評価し、受講経験はないが受講
したい中高齢者の55％がライフプラン研修実施の期待時期は55～60歳未満と回答

４．新たな気持で再雇用に臨んでもらう
盧　ライフプラン研修の実施企業は15％ですが、必要性を感じている企業は64％です。
盪　受講者のうち定年経験のある高齢者の82％が、定年経験のない中年齢者の73％が役に立
ったと評価しています。

蘯　企業規模には関係なく受講経験者の75％が役に立ったと評価し、受講経験はないが受講
したい中高齢者の55％が研修実施の期待時期は55～60歳未満と回答しています。

課 題



盪 ライフプラン研修の一般的内容

ライフプランとは、ライフデザインの検討によって自分自身の生き方などを幅広く考え、

その方向性を決め、それらの方向性に沿って目標を具現化するための具体的なプランをさ

します。また、ライフプラン研修ではそれらプランの立て方やプランを立てるために必要

な情報や知識を提供します。狭義のライフプラン研修ではライフイベント表を作成して、

自身の収入や支出の計画をたてるマネープランとキャリアプランなどが中心です。

蘯 公的制度と同時に会社の制度、再雇用制度等を十分に理解してもらう

ライフプラン研修の内容は対象とする世代によって大きく異なります。「業界アンケート」

で主に50歳以上の中高齢者にライフプランの開催時期について複数回答で質問すると、定

年前の「55～60歳未満」が56％を占め、次いで「50～55歳未満」が43％となり、さらに

「40～50歳未満」が33％、「30～40歳未満」が21％と続きます（P.15、図表－29）。50歳以上

の従業員への質問にも関わらず、ライフプラン研修のより早期の開催を望む声がかなり多

いことがわかります。各年代に適した内容でライフプラン研修を実施する必要性があると

言えるでしょう。ライフデザインやライフプラン研修は、その内容によっては、定年直前

に聞いても既に対応できないようなことも多くあります。例えばキャリアプランなどが代

表的なものでしょう。また、人事・労務担当者は自社のキャリアパスなどを含め、早期よ
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図表－41 中高齢者向けの企業内ライフプラン研修の一般的な説明内容

①　自社の定年制度（退職金制度）

②　自社の継続雇用制度・定年延長制度等

③　継続雇用時の賃金制度

④　社会保険（年金）等の基礎知識

⑤　将来の人生計画（ライフデザイン、ライフイベント表等の知識）

⑥　キャリア形成の知識（自社のキャリアプラン）

⑦　マネープラン（お金、収入、キャッシュフロー表等の知識）等々

○定年直前の研修では、定年に際しての具体的手続きや再雇用制度等の各種制度をよく理解
してもらう

・定年直前の研修実施は大企業、中小企業を問わず実施の必要性が高い
・従業員に将来計画を立ててもらうと同時に、企業も再雇用制度等の円滑な運用のための工
夫をする　　等々

＜企業の人事・経営面からも開催の必要性高まるライフプラン研修＞
従来は個人まかせであったライフプランなどへの対応を、なぜ企業が支援するようになって

きているのでしょうか。それは、超高齢社会の到来により年金などの社会保障制度の見直しが
行われ、働き方に関しても企業の昇格・昇給制度が年功序列型から成果主義に大きく変わって
きていることなどが挙げられます。また、改正高齢法による継続雇用制度の導入などにより、
従来の一律60歳定年退職という単一の選択肢から、再雇用制度等で働き続ける選択肢も加わっ
たためです。企業にとっても、将来的な労働力人口減少などを背景にエイジフリーの考え方も
徐々に視野に入れた準備や対応が必要になってきています。



り従業員に対してそれらの十分な説明を行なうことが重要です。
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＜中長期的なライフプランと定年直前のライフプラン＞
50歳代中期と60歳定年直前の時期に開催されるライフプラン研修は、内容が異なります。50

歳代中期の内容は、定年がそろそろ意識される時期に開催され、定年後の仕事や生き方につい
て考えたり検討したりする時間があります。それに対して、定年直前のライフプラン研修は、
定年時の様々な手続きや継続雇用制度の説明など、具体的な内容が中心となります。可能であ
れば若年層の各年代別や、50歳代では中期と定年直前の開催が期待されます。

コラム 5 事例１：A社のライフプラン研修
50歳代中期の開催例

下記の例は、50歳代中期を対象とした企業内ライフプラン研修の内容です。定年

を迎えるにはまだ時間的余裕がある分、中長期のライフプランへの対応を受講者に

訴求する内容となっています。自身の性格や行動の適性を知るための性格診断や、

社会や雇用環境の変化についてのレクチャー、実習が組み込まれています。聞くだ

けの講義でなく、実習と組み合わされている点が、研修の効果を高めるものと思わ

れます。個別相談の設定も従業員満足度を高める効果が期待されます。

＜プログラム＞

第２日目（終日）第１日目（午後）

６．キャリア分析後半＜実習＞

７．社会・雇用環境変化と働き方
　　＜レクチャー・実習＞

８．ライフデザインとライフプラン
　　＜レクチャー・実習＞

９．キャリアプラン実習

10．個別発表＜実習＞

11．まとめ／アンケート
（個別相談）

１．オリエンテーション

２．ガイダンス、自己紹介

３．人生80年時代のライフプラン
　　＜レクチャー＞

４．マネープランの設計
　　＜レクチャー・実習＞

５．キャリア分析前半＜実習＞

（個別相談）
・性格診断テスト等
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コラム 6 事例２：B社のライフプラン研修
59歳時の開催例

２番目の社内研修事例は、定年直前の開催例です。内容は前例と比較しても明確

に異なります。定年を迎える社員に対して必要となる実践的知識や情報を提供する

内容となっています。また、社内制度の詳細説明のほか、ライフプランについては

特に家計に重点を置いたマネープランの実習に力が入れられています。このほか、

定年後のケース別対策というのも、定年を目前に控えた社員にとって役に立つ内容

でしょう。また、このセミナーには対象の社員だけでなく、夫婦での参加を勧めて

います。最近、夫婦同伴の研修会が増えているようですが、配偶者にも再雇用制度

や各種企業制度、公的制度などを理解してもらうことは重要なことでしょう。事例

の開催結果では、配偶者の方にも好評のようです。

＜プログラム＞

第２日目（終日）第１日目（午後）

３．定年後の家計プランの設計（実習）
・収入・支出の確認と設計
４．ケーススタディー（セミナー）
・定年後のケース別対策
５．ライフプラン設計（実習）

６．質問時間

まとめ
アンケート

１．基調講演
　「生きがいとライフプラン」
２．社内制度・社会保険の説明（セミナー）
盧退職後の健康保険
・任意継続健康保険

　　　　　

…

・介護保険
盪定年後の収入
・退職給付制度
・再雇用規定と制度

蘯社会保険について
・厚生年金
・雇用保険の失業給付等
・配偶者の年金、遺族年金
・定年後の税金
・確定申告
・定年後の諸手続き

＜ライフプラン研修のプログラムの工夫を＞
企業主催のライフプラン研修では、再雇用制度のメリットを制度適用希望者に理解してもら

うことと同時に、表（P.21、図表－33）のデメリット面を解消するための研修プログラムの工
夫も必要でしょう。特に働く上での意識の切り替えなどは、個人差もありますが難しい課題で
あり、それだけ必要性も高いと思われます。簡単な性格診断テストなどで自身の気質や性格を
知ってもらうことや、再雇用されたOBの体験談を聞く機会を設けるなど、ライフプラン研修
を実施している企業では様々な工夫を行なっています。
また、前述のとおり各年代別に適した内容で早期のライフプラン研修を実施していくことは、

少子高齢化を背景として変化する社会保障制度への備えや従業員自身の能力開発やキャリア開
発を促進し、長期的な人材育成にとってプラスになるものと期待されます。



盻 中小規模の企業のライフプラン研修開催への一つの試案

中高齢者のライフプラン研修受講者の満足度は高いものがありますが（P.14、図表－27）、

現在、ライフプラン研修を自社で開催するのは、従業員規模が大きく、受講者数が確保さ

れる企業に限られています。従業員規模の小さな企業における開催は困難なため、人事担

当者が個別に自社の制度説明を行なうケースが多いようです。

また、ライフプラン研修を開催していない中小企業では、外部で開催されるライフプラ

ン・セミナーなどの紹介を行なっているケースもありますが、やはり一般的な講演が中心

であるため、参加者の感想はあまり芳しくないようです。このため、以下のように中小規

模の企業においても定年前の高齢者を対象に、２日間の初日に自社制度の説明や相談を行

い、問題意識を高めてもらい、２日目に外部で実施されるセミナーに参加することで一層

効果を高めてもらう方法もあるでしょう。
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・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

２日目 

１日目：各社での対象者への自社制度・処遇等の説明・相談 

図表－42 ライフプラン研修を開催していない場合の一試案（定年直前開催の場合） 

初日、個別企業ごと 
に説明・相談を行な 
い、翌日に問題意識 
を高めて外部のライ 
フプラン・セミナー 
へ参加してもらう。 

（注）中段枠内の人数は例示です。 

Ｎ社  
対象者 
 １名 

Ｃ社 
対象者 
２名 

Ｂ社 
対象者 
３名 

Ａ社 
対象者 
１名 

地域の経済団体・機関等の 
ライフプラン・セミナー 

（２日目） 

１日目 

 連続実施可能な 
設定に 

Ａ社  
･自社制度 
・再雇用 
・処遇 
等々 

Ｂ社 
･自社制度 
・再雇用 
・処遇 
等々 

Ｃ社 
･自社制度 
・再雇用 
・処遇 
等々 

Ｎ社 
･自社制度 
・再雇用 
・処遇 
等々 

＜外部のライフプラン・セミナーなどを活用し効果を高める工夫を＞
ライフプラン研修は、今後ますます重要になってきます。なぜならば、高齢となる社員にと

って重要な年金や医療保険など、社会保障制度の改革が本格化するからです。再雇用されるに
しても退職するにしても、事前に各種制度の内容や制度改革の動向を知っておく必要がありま
す。これら定年後に対応や対策が必要な事柄を十分に知っておけば、その後のリスクへの対応
策、収入面での計画などを検討することも可能となるため、漠然とした定年後の不安を払拭す
る上で有効であると思われます。一つの試案ではありますが、今後定年を迎える社員数が少な
い企業などにとって経済的かつ効果的な方法ではないでしょうか。



１．高齢者雇用関係の参考情報

・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 ＜http://www.jeed.or.jp/＞

・事業主の方へ（高齢者雇用）

＜http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/elder01.html＞

・高齢者雇用について相談したい

・再就職・退職準備の援助をしたい

・助成金について知りたい

・企業向けの研修・講習

・高齢者雇用のための快適な職場づくり　　　等々

・高齢者の方へ ＜http://www.jeed.or.jp/elderly/person/person02.html＞

・全国の都道府県高齢・障害者雇用開発協会 37ページの所在一覧を参照

２．ライフプラン関係の参考情報

・財団法人　生命保険文化センター ＜http://www.jili.or.jp/＞

・ひと目で分かる生活設計情報 ＜http://www.jili.or.jp/lifeplan/index.html＞

３．ワークライフバランス関係の参考情報

・内閣府　男女共同参画局 ＜http://www.gender.go.jp/＞
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４．都道府県高齢・障害者雇用開発協会

高年齢者の継続雇用に関する援助等についてのお問い合わせは、最寄りの都道府県高齢・

障害者雇用開発協会までお願いします。

37Ⅲ　参考情報

代表電話番号所在地都道府県協会名

011-223-3688札幌市中央区北４条西４-１　札幌国際ビル４F〒060-0004譖北海道高齢・障害者雇用促進協会

017-775-4063青森市新町２-２-４　新町２丁目ビル７F〒030-0801譖青森県高齢・障害者雇用支援協会

019-654-2081盛岡市菜園１丁目12番10号　日鉄鉱盛岡ビル５F〒020-0024譖岩手県雇用開発協会

022-265-2076仙台市青葉区中央３-２-１　青葉通プラザビル２F〒980-0021譖宮城県高齢・障害者雇用支援協会

018-863-4805秋田市山王３-１-７　東カンビル３F〒010-0951譖秋田県雇用開発協会

023-676-8400山形市双葉町１丁目２番３号　山形テルサ１F〒990-0828譖山形県高齢・障害者雇用支援協会

024-524-2731福島市置賜町１-29　佐平ビル８F〒960-8034譖福島県雇用開発協会

029-221-6698水戸市城南１-１-６　サザン水戸ビル３F〒310-0803譖茨城県雇用開発協会

028-621-2853宇都宮市本町４-15　宇都宮NIビル８F〒320-0033譖栃木県雇用開発協会

027-224-3377前橋市大手町２-６-17　住友生命前橋ビル10F〒371-0026譖群馬県雇用開発協会

048-824-8739さいたま市浦和区高砂１-１-１　朝日生命浦和ビル７F〒330-0063譖埼玉県雇用開発協会

043-225-7071千葉市中央区富士見２-５-15　千葉塚本第三ビル９F〒260-0015譖千葉県雇用開発協会

03-3296-7221千代田区三崎町１-３-12　水道橋ビル６F〒101-0061譖東京都雇用開発協会

045-633-6110横浜市中区寿町１-４　かながわ労働プラザ７F〒231-0026譛神奈川県雇用開発協会

025-241-3123新潟市中央区東大通１-１-１　三越・ブラザー共同ビル７F〒950-0087譖新潟県雇用開発協会

076-442-2055富山市桜橋通り２-25　富山第一生命ビル１F〒930-0004譖富山県雇用開発協会

076-239-0365金沢市鞍月５-181　AUBE５F〒920-8203譖石川県雇用支援協会

0776-24-2392福井市大手２-７-15　明治安田生命福井ビル10F〒910-0005譖福井県雇用支援協会

055-222-2112甲府市丸の内２-７-23　鈴与甲府ビル４F〒400-0031譖山梨県雇用促進協会

026-226-4684長野市南県町1040-１　日本生命長野県庁前ビル６F〒380-8506譖長野県雇用開発協会

058-252-2324岐阜市橋本町２-20　濃飛ビル５F〒500-8856譖岐阜県雇用支援協会

054-252-1521静岡市葵区追手町１-６　日本生命静岡ビル２F〒420-0853譖静岡県雇用開発協会

052-219-5661名古屋市中区栄２-10-19　名古屋商工会議所ビル９F〒460-0008譖愛知県雇用開発協会

059-227-8030津市島崎町137-122〒514-0002譖三重県雇用開発協会

077-526-4853大津市末広町１-１　日本生命大津ビル３F〒520-0056譖滋賀県雇用開発協会

075-222-0202京都市中京区烏丸通御池下ﾙ虎屋町577-２　太陽生命御池ビル３F〒604-8171譖京都府高齢・障害者雇用支援協会

06-6346-0122大阪市北区梅田１-12-39　新阪急ビル10F〒530-0001譖大阪府雇用開発協会

078-362-6588神戸市中央区相生町１-２-１　東成ビル５F〒650-0025譛兵庫県雇用開発協会

0742-34-7791奈良市三条本町９-21　JR奈良伝宝ビル４F〒630-8122譖奈良県雇用開発協会

073-425-2770和歌山市六番丁24番地　ニッセイ和歌山ビル６F〒640-8154譖和歌山県雇用開発協会

0857-27-6974鳥取市東品治町102　明治安田生命鳥取駅前ビル３F〒680-0835譖鳥取県高齢・障害者雇用促進協会

0852-21-8131松江市学園南１-２-１　くにびきメッセ６階（島根県立産業交流会館）〒690-0826譖島根県雇用促進協会

086-233-2667岡山市下石井２-１-３　岡山第一生命ビル４F〒700-0907譖岡山県雇用開発協会

082-512-1133広島市中区八丁堀16-14　第二広電ビル７F〒730-0013譖広島県雇用開発協会

083-924-6749山口市旭通り２-９-19　山口建設ビル３F〒753-0051譖山口県雇用開発協会

088-655-1050徳島市寺島本町西１-７-１　日通朝日徳島ビル７F〒770-0831譖徳島雇用支援協会

087-811-2285高松市番町１-２-26　トキワ番町ビル３F〒760-0017譖香川県雇用支援協会

089-943-6622松山市南堀端町５-８　オワセビル４F〒790-0006譖愛媛高齢・障害者雇用支援協会

088-884-5213高知市駅前町５-５　大同生命高知ビル７F〒780-0053譖高知県雇用開発協会

092-473-6300福岡市博多区博多駅前３-25-21　博多駅前ビジネスセンター３F〒812-0011譛福岡県高齢者・障害者雇用支援協会

0952-25-2597佐賀市駅南本町５-１　住友生命佐賀ビル５F〒840-0816譛佐賀県高齢・障害者雇用支援協会

095-827-6805長崎市出島町１-14　出島朝日生命青木ビル５F〒850-0862譖長崎県雇用支援協会

096-355-1002熊本市水道町８-６　朝日生命熊本ビル３F〒860-0844譖熊本県高齢・障害者雇用支援協会

097-537-5048大分市金池町１-１-１　大交セントラルビル３F〒870-0026譛大分県総合雇用推進協会

0985-29-0500宮崎市高千穂通２-１-33 明治安田生命宮崎ビル８F〒880-0812譖宮崎県雇用開発協会

099-219-2000鹿児島市山之口町１-10　鹿児島中央ビルディング11F〒892-0844譛鹿児島県雇用支援協会

098-891-8460那覇市字小禄1831-１　沖縄産業支援センター７F〒901-0152譖沖縄雇用開発協会



禁無断転載

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構委託
産業別高齢者雇用推進事業

オフィス家具製造販売業　高齢者雇用推進の手引き

発　行　　平成20年１月
社団法人　日本オフィス家具協会

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－12－11
リガーレ日本橋人形町

TEL：03－3668－5588・5599
FAX：03－5645－2255



独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構委託 

産 業 別 高 齢 者 雇 用 推 進 事 業 

平成20年１月 

JOIFA 
社団法人　日本オフィス家具協会 
オフィス家具製造販売業高齢者雇用推進委員会 

オフィス家具製造販売業 

高齢者雇用推進の手引き 高齢者雇用推進の手引き 


